
11月署長挨拶

遠軽町、湧別町、佐呂間町の皆さんこんにちは。

10月中旬からは、朝・晩の気温も一気に下がり、街は一気に秋の装いとな

りました。管内の北大雪の山々も初冠雪を観測し冬の訪れを迎えております

が、風邪などひかれませんようにご注意ください。

10月は、全国地域安全運動が実施され、期間中は、署前において各地区の

パトロール隊、防犯協会、青パト車両、幼稚園児等が参加した地域安全運動

の出発式、年金支給日における街頭啓発、ジョギングを通じて見守り活動等

を実施する防犯ボランティア団体の発足など、関係機関・団体の皆様の協力

のもと、様々な活動を実施させていただきました。ご協力ありがとうござい

ました。

【地域安全運動出発式】 【防犯ボランティアの発足】

【 冬 の 交 通 安 全 運 動 の 実 施 】
～冬の路面は急変化！ スリップ招く 急ぐ心にブレーキを～

これから冬期を迎え、路面の凍結によるスリップ事故の

発生が懸念されるところであります。

そのような中、11月13日（木）から22日（土）までの10

日間、「冬の交通安全運動」が実施されます。

今回の「冬の交通安全運動」における重点は、

○ こども・高齢者の交通事故防止

○ スリップ事故防止と全席シートベルト着用の徹底

○ 飲酒運転の根絶

の３点となっておりますが、次のことに注意し、交通事故から自分の身を守

ってください。

【ドライバーの皆さんへ】

○ 歩行者や自転車を見落としやすくなる薄暮時間帯から夜間の交通

事故を防ぐため、交差点や横断歩道近くでは速度を落とし、安全確

認を徹底しましょう。

○ 信号機のない横断歩道を横断しようとする歩行者等がいる場合は、

必ず横断歩道の手前で一時停止し、手で合図（ハンドサイン）をし

て横断を促しましょう。



○ 降雪に対応できるよう、早めのタイヤ交換を行い

ましょう。また、冬タイヤに交換後は、ナットの緩

みなど異常がないかを定期的に点検し、ナットの増

し締めを行ってタイヤの脱落事故を防ぎましょう。

○ 急ブレーキ、急ハンドル、急発進はスリップの原

因となります。特に日陰や橋の上、トンネルなどで

は、路面が凍結している場合がありますので注意が

必要です。

【歩行者の皆さんへ】

○ ドライバーから少しでも早く見つけてもらえるように、外出する

ときは明るい色の服装や反射材を身に付けて、自分の存在を目立た

せましょう。

○ 横断歩道を渡るときは、手をあげる等

の合図（ハンドサイン）をして、ドライ

バーに道路を横断する意思を伝えましょ

う。

○ 横断前の安全確認はもちろん、横断中

も常に左右の安全を確認しましょう。

＜飲酒運転の根絶＞

○ 飲酒運転は悪質な犯罪です！

「飲酒運転をしない、させない、許さない、そして見逃さない」

北海道から飲酒運転をなくしましょう。

○ 二日酔いでの運転も「飲酒運転」です。アルコールチェッカーで

確認するなど、身体にアルコールが残っていないことを確認しまし

ょう。

【 冬 山 遭 難 の 防 止 】
～冬山は 装備・計画 しっかりと～

本格的な冬山登山シーズンがやってまいりますが、この時期は毎年、山岳

遭難が発生しております。

次のことに注意し、遭難しないようにしてください。

○ 無理のない計画を立て、登山計画を提出しましょう。

登山技術、体力、経験に応じた山を選ぶなど、無理のない計画を

立て、登山計画書を作成して、家族や職場等に渡すほか、最寄りの

警察署又は交番・駐在所に提出しましょう。

○ 単独での登山は避けましょう。



単独での登山を避け、経験豊富なリーダー等

と一緒に登山しましょう。

○ 万全の装備と余裕ある食料等を準備しましょ

う。

登山時の装備不備や食料不足が最悪の事態を

招くおそれがあります。急激な天候の変化にも

耐えられる十分な装備と、停滞時に備えて食料

等を準備しましょう。

○ 携帯電話を持ちましょう。

万一の遭難に備え、携帯電話を必ず持ちましょう。

○ 気象情報の確認をしましょう。

入山前には必ず天気予報を確認し、天候の悪化が予想される場合

には登山を中止しましょう。また、途中で天候が悪化した場合は、

すぐに引き返すなど安全な登山に努めましょう。

○ 慎重な行動を心掛けましょう。

冬山では地形や積雪量、気象の変化等を総合的に判断して行動し

ましょう。また、雪庇（せっぴ）の踏み抜きや雪崩の危

険性が高い場所等は回避するなど、慎重に行動しましょ

う。

○ スキー場の標識や注意事項を守りましょう。

スキー場コース外の滑走は、雪崩の発生や立木への衝

突などの危険があるので、スキー場の注意事項をきちん

と守りましょう。



【 児 童 虐 待 防 止 対 策 の 推 進 】
～知らせよう あなたが あの子の声になる～

児童虐待事案の取扱いは、全国的に依然として高い水準で推移しており、

尊い子供の命が奪われるなどの痛ましい事件が後を絶ちません。

「しつけのつもり」は親の言い訳に過ぎません。子供の立場に立って考え、

虐待被害にあっている子供の早期発見をお願いします。

近所にこのような子供や保護者はいませんか。

・ 子供の泣き声や助けを求める声が頻繁に聞こえる

・ 子供の身体に不自然な傷が多い

・ 親を異常に怖がる、顔色をうかがっている

・ 子供の身体や衣服が汚れている

・ 子供のいる前で親がよくけんかしてる

・ 子供を長時間放置して外出する

・ 子供を可愛がっていない、関わりを持とうとしない

・ 家の中にゴミが散乱し異臭がする

児童虐待の疑いを感じたら、迷わずに児童相談所、市区町村、警察に連絡

してください。

勘違いでも構いません。匿名でも構いません。あなたの連絡が児童虐待か

ら子供たちを救うことになります。

【指名手配被疑者の捜査強化】
～ピンときたら１１０番～

全国警察では、総力を挙

げて指名手配被疑者の追跡

捜査などを行っております

が、逃走中の指名手配被疑

者を一人でも多く発見、検

挙するためには、捜査に対

する皆さんのご理解とご協

力が欠かせません。

指名手配被疑者に関する

情報は、どんな些細なこと

であっても、ためらわずに

110番通報又は最寄りの警

察施設に連絡をいただきま

すよう、よろしくお願いし

ます。



「ほくとポリス」は痴漢対策機能のほか、特殊詐欺被害やその予兆と考え

られる事案の発生情報などを警察署等からタイムリーに情報発信しておりま

す。被害を防ぐためには、詐欺の手口を知ることがとても大切ですので、是

非ともインストールしてご活用ください。

令和７年11月１日

北見方面遠軽警察署長

青木義典

防犯情報配信のほか、あなたを守る機能を搭載!!


